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公有財産の交換、譲与、無償貸付等に関する規則 

 

平成１２年１２月２７日 

規 則 第 ３ 号 

 

改正 平成１７年１月１２日 規則第１号 

 

 （趣 旨） 

第１条 この規則は、公有財産の交換、譲与、無償貸付等に関し必要なことを定める 

ものとする。 

 （公有財産の交換、譲与、無償貸付等） 

第２条 公有財産の交換、譲与、無償貸付等は、事務所所在の市町の例による。 

   附 則 

 この規則は、平成１３年１月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、平成１７年２月１日から施行する。 

 


